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『基本方針（案）』

・ 個人において確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の

高齢者向け住まいが、地域におけるニーズに応じて適切に供給される環境を確保する。

・ 生活に困難を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組みを推進することや、零連な家賃

の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図る。

・ 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、

将来に必要な介護サービス基盤の整備料の見込みを適切に定めるため、都道府県と連携してこれらの設置状況等必

要な情報を積極的に把握する。

・ 2025年および2040年を見据えて、第８期に必要となるサービスの種類ごとの量の見込み等を定めるとともに、それらを

基にサービスを提供するために必要となる介護人材の数等を推計することが重要

『高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画策定にあたっての県の考え方（抜粋）』

■ 介護福祉および居住系サービスの量の見込みについて

令和２年（2020年）３月時点の実績で、県平均33.6％であることを踏まえ、第８期計画の最終年度である令和５年度

令和５年度（2023年度）末における「要介護２～５の認定者に占める介護保険施設および居住系サービス利用者の

割合は35％以下を目安としつつ、地域の状況に合わせて35％に±α％して設定することとする。

施設整備の考え方

令和２年７月２７日　社会保障審議会介護保険部会（第91回）資料２－２　抜粋　　

令和２年（2020年）９月３日　滋賀県医療福祉推進課　　



（単位：床）

栗東市 草津市 守山市 野洲市
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449 1,185 535 484

2.2% 2.6% 1.6% 1.8%

1.7% 2.3% 1.3% 1.0%

73.00% 71.30% 83.90% 92.20%介護老人福祉施設　市民が占める割合（Ｈ31.4.1現在）

【平成29年】施設整備率

施設整備率（特養の定員数を高齢数で除したもの）
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施設整備の状況について

【第７期計画中における施設整備】
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【第７期計画終了時における施設整備予定】
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特養申込者（Ｈ31.4.1現在） （人）

申込要介護者数 184
　うち要介護３～５ 133
　　うち在宅待機者数 44
　うち要介護２～５ 166
　　うち在宅待機者数 60

第７期計画期間中における施設整備にかかる市民入居率ごとの待機解消見込み

施設名 定員 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

特別養護老人ホームはなえみ 80 56 60 64 68 72 76 80

第８期修了時施設整備状況

　認定者推計（仮）　　要介護２～５　　　1,081人　　⇒　　1,081人×35％＝378床

　第７期計画期間終了時施設整備状況　　449床

　　Ｒ2現在　施設居住系入居者数　　323人 387 391 395 399 403 （人）

【参考】 （単位：床）

栗東市 草津市 守山市 野洲市

73 241 55 26

0 0 40 0

167 347 177 17

240 588 272 43合　　計

特養待機者数の状況

高齢者向け住まい

住宅型有料老人ホーム

介護付き有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅


